
都市計画法第３４条第 1 号の許可基準 

 都市計画法第３４条第１号に規定する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行

為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の内容が第１項又は第２項に該当するものと

する。 

１ 市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい

る者の利用に供する公益上必要な自己の業務の用に供する建築物で、次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

(１) 建築物の用途は次のアからエの一に掲げるものであること。 

   ア 学校教育法（昭和２２年３月３１日法律第２６号）第１条に規定する小学校、

中学校及び幼稚園 

   イ 児童福祉法（昭和２２年１２月１２日法律第１６４号）第６条の３に規定す

る家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び乳児等通園支援事業

の用に供する施設 

   ウ 社会福祉法（昭和２６年３月２９日法律第４５号）第２条に規定する社会福

祉事業の用に供する施設のうち、福祉サービスを受ける通所者、又は入所者

が直接利用する施設。ただし、やむを得ず当該施設に附属して設けられる訪

問介護ステーション等の社会福祉施設については、この限りではない。 

   エ 医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号）第１条の５第２項に規定す

る診療所及び同法第２条第１項に規定する助産所 

(２) 申請地は、原則として、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から１００

メートル以内にあること。 

(３) 建築物の規模は、事業計画に照らし適正なものであること。 

(４) 申請地の規模は、次のとおりとする。 

   ア １(１)ア及びイの施設は、事業計画に照らし適正なものであること。 

   イ １(１)ウの施設は、２，０００平方メートル以下であること。 

     ただし、児童福祉法第３９条に規定する保育所については、アによる。 

   ウ １(１)エの施設は、１，０００平方メートル以下であること。 

(５) 建築物の高さは、原則として、１０メートル以下であること。 

(６) 居住施設を含まないこと。 

(７) 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場

合は、その許認可等が受けられるものであること。 



２ 市街化調整区域における、主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい

る者の日常生活のため必要な自己の業務の用に供する店舗等で、次の各号のいずれ

にも該当するものとする。 

(１) 店舗等の用途は、別表に掲げるものとする。ただし、「風俗営業等の規制及び業

務の適正化に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に掲げ

る用途に供しないものであること。 

(２) 申請地は、市街化調整区域の既存集落内の建築物の敷地から５０メートル以内に

あること。 

(３) 申請地の規模は、５００平方メートル以下であること。 

(４) 敷地の形状は、原則として延長敷地形態でないこと。 

(５) 建築物の延べ面積は、３００平方メートル以下であること。 

(６) 建築物の高さは、１０メートル以下であること。 

(７) 共同建て及び長屋建てでないこと。 

(８) 店舗等の管理施設及び倉庫の規模は必要最小限とすること。なお、管理施設の規

模は２０平方メートル以下であること。また、倉庫と管理施設の合計面積は、建

築物の延べ面積の２分の１を超えないこと。 

(９) 居住施設を含まないこと。 

(10) 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場

合は、その許認可等が受けられるものであること。 

附  則 

(施行期日) 

この基準は、平成１９年１１月３０日から施行する。 

(基準改正に伴う経過措置) 

法第３４条第１号の許可基準（平成１９年１１月３０日施行、新基準）の施行日前に、

一宮市開発許可運用基準（平成１４年４月１日施行（平成１５年４月１日一部改正）、

旧基準）に該当するとして許可申請されたもので、新基準施行の際、許可又は不許可の

処分がされていないものに係わる基準は、新基準に係わらず旧基準による。 

附  則 

この基準は、平成２７年２月１日から施行する。 

附  則 

この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則 



この基準は、２０２５年７月１日から施行する。 

附  則 

この基準は、２０２６年４月２０日から施行する。 








